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【表3.3-2】学科別進路状況（百分率）

3.4.教職員

3.4.1.教職員定数

京都府の教職員の定数については、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」（以下「標

準法」という。）並びに「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」を踏まえ措置を行っ

ている。

【小学校及び中学校】

学級編制は標準法を標準として定めた府の基準により行っており、この学級をもとにして教員の定数配当を行ってい

る。この基本配当定数の上に特色ある学校づくりを行うための具体の取り組みに対して支援する加配措置を行っている。

事務職員、養護教諭、栄養教諭・学校栄養職員についても、学級数、児童生徒数を基に配置基準を定め配当を行って

いる。

【高等学校及び特別支援学校】

高等学校などの教員定数の配置については、学校ごとの設置課程、学校規模、設置学科などが個々に異なるので、授

業時間数や児童生徒数を基本としながら教員配当を行っている。教員以外の教職員の配置についても同様である。

3.4.2.公立小学校地域別職名別教職員数

平成19年５月１日現在の公立小学校地域別職名別教職員数は、【表3.4.2】のとおりである。

【表3.4.2】公立小学校地域別職名別教職員数

3.4.3.公立中学校地域別職名別教職員数

平成19年５月１日現在の公立中学校地域別職名別教職員数は、【表3.4.3】のとおりである。



１ 広辞苑によれば「つかさどる」とは、「官職として担当する。」とある。
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【表3.4.3】公立中学校地域別職名別教職員数

3.4.4.公立高等学校・特別支援学校職名別教職員数

平成19年５月１日現在の公立高等学校・特別支援学校職名別教職員数は、【表3.4.4】のとおりである。

【表3.4.4】公立高等学校・特別支援学校職名別教職員数

3.4.5.教職員の職務

教職員の職務については、学校教育法第37条で小学校の教職員について次のように規定する。これを受けて、同法第

60条～第62条において、高等学校の教職員の職務を規定している。

第37条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

２ 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことが

できる。

３ 第１項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる１主幹教

諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。

４ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

５ 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
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６ 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、
副校長が２人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
７ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の
教育をつかさどる。
８ 教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）に事故があるときは校長の職務を代理し、校長
（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）が欠けたときは校長の職務を行う。この場合において、教頭が
２人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理し、又は行う。
９ 主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を
整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
10 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要
な指導及び助言を行う。
11 教諭は、児童の教育をつかさどる。
12 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。
13 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。
14 事務職員は、事務に従事する。
15 助教諭は、教諭の職務を助ける。
16 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
17 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
18 （省略）
19 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第９項の規定にかかわらず、校長（副校長を置く小学校にあって
は、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の養護又は栄養の指導及び管理
をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
第60条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
２ 高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習
助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
３ 第１項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。
４ 実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。
５ 特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
６ 技術職員は、技術に従事する。
第61条 高等学校には、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち２以上の課程を置くときは、それぞれの
課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。ただし、命を受けて当該課程に関する校務をつ
かさどる副校長が置かれる一の課程については、この限りでない。
第62条 第30条第２項、第31条、第34条、第37条第４項から第17項まで及び第19項並びに第42条から第44条までの規定
は高等学校に準用する。この場合において、第30条第２項中「前項」とあるのは「第51条」と、第31条中「前条第１
項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

3.5.高等学校教育
3.5.1.高等学校教育の活性化
京都府では、高等学校教育を活性化するため、府立高校「教育改革チャレンジプラン」支援事業、英語指導助手の活
用、研究指定事業などを実施している。
【府立高校改革】
府立高校は、国際化、情報化、高齢化などの社会の変化や生徒の個性化・多様化の進行、生徒減少に伴う学校の小規
模化など多くの課題に直面している。京都府教育員会では、こうした課題や社会の要請に応えるため、平成15年３月に、
府立高校改革の基本的な考え方や施策の骨組を示すため、「中学生から選ばれるシステムづくり」を観点とした「府立
高校改革推進計画」を策定している。
平成16年７月には、もう一つの観点である「活力ある多様な教育活動が展開できる学校規模の適正化・適正配置」に
ついての基本方針を示すものとして「府立高校改革推進計画（Ⅱ）」を策定している。

＜府立高校改革推進計画の基本的な方向性＞
○ 新しい多様で柔軟な教育システムの構築
○ 創意工夫を生かした教育活動の展開
○ 主体的な選択ができる入学者選抜制度への改善
○ 府立高校の規模の適正化・適正配置
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実施計画と実施年度は、【表3.5.1】のとおりである。

【表3.5.1】府立高校改革推進計画（Ⅱ）に基づく実施計画

3.5.2.府立高等学校授業料の減免措置

教育の機会均等の趣旨に則り、府立高等学校に在学する生徒の修学を援助するため、京都府立学校授業料等徴収条例

（平成23年京都府条例第12号）第４条の規定により、次のような基準で授業料を免除している。

府立高等学校授業料の減免を受けようとする者は、次のいずれかに該当し、かつ修学意欲がおう盛であるものとする。
�１ 保護者が生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条１項に規定する被保護者である者
�２ 申請者の属する世帯の前年の総収入認定額が別表に定める基準以下であることにより、授業料の納入が困難な者

又は児童福祉施設入所児で納入が困難な者
�３ 申請者の属する世帯の当該年の総収入認定額が、転職、失業等により著しく減少し、基準額以下になることによ

り授業料の納入が困難な者
�４ 申請者の属する世帯が災害により著しく生活が困難になった者
�５ �１から�４に掲げるもののほか、教育上特に免除する必要があると認められる者

別表（平成19年度）
（単位：千円）
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3.5.3.高校生等修学支援事業

教育の機会均等を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資するため、勉学意欲がありながら経済的理由に

より修学が困難な高校生などに対し、修学資金の貸与などを行っている。

平成17年度からは、これまでの貸与制度に加え、日本育英会高校奨学金を引き継いだ内容と、高等学校等入学により

必要となる修学支度金を盛り込んだ制度を創設している。

概要（平成19年度新入生の場合）

3.5.4.府立高等学校の主な施設整備
�１ 府立学校再編整備事業（高等学校）

山城地域の再編整備については、新しい時代に対応した魅力ある高校づくりを目指し、再編が円滑に進むよう必

要な施設整備を進めている。
�２ 耐震補強

安全な環境で学習できるよう、耐震診断の結果に基づいて既存建物の耐震性を向上させると共に、老朽部分の改

修を行っている。
�３ 高等学校校舎等整備（乙訓高等学校）

府立学校の計画的な大規模整備事業の一環として、乙訓高等学校の老朽化した校舎、体育館等を改築している。
�４ 老朽施設の改修

教育環境の一層の改善と充実を図るため、既存校舎の外壁改修等部位別改修を行っている。

【表3.5.4】事業内容及び事業費

４ 往査対象高等学校等の概要

4.1.京都八幡高等学校

4.1.1.学校運営

京都八幡高等学校の基本コンセプトは、以下のとおりである。

科学 客観的な方法で系統的に学習することを重視して、科学的なものの見方や考え方を育て、激しく変化する社会

に柔軟かつ適格に対応する能力や資質を育成する。

共生 誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会の創造に向けて、あらゆる教育活動を通して人権尊重の実

践的態度を育み、豊かな福祉マインドを涵養する。

感動 学校教育全般にわたって、今この時期が輝くように創意ある教育活動を展開し、生徒にとっては魅力ある学校、

家庭及び地域社会からは信頼される学校を目指す。
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4.1.2.教職員数

京都八幡高等学校の平成19年度の教職員数は、【表4.1.2】のとおりである。

【表4.1.2】教職員数

（注）講師欄に非常勤講師、主事等欄に非常勤事務員を（ ）で外数として記入（校医等は除く）

4.1.3.進路状況

京都八幡高等学校の平成19年度卒業生の進路状況は、【表4.1.3】のとおりである。

【表4.1.3】進路状況

4.1.4.収支の状況

京都八幡高等学校の最近３年間の収支の状況は、【表4.1.4】のとおりである。
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【表4.1.4】収支の状況
（単位：千円）

4.2.農芸高等学校

4.2.1.学校運営

本校は、日本国憲法と教育基本法の精神に基づき、社会に有意な人物として必要な高等普通教育と農業の専門教育を

施し、真理を愛し、科学技術を身に付けた経営者、技術者を育成することを目的とする。

特に、自己の社会的使命を自覚させ、研究的態度と応用能力を培なうことに重点を置き、近代的な農業の発展に貢献

できる実践力、強い責任感と精神力を持った人材の育成を目指す。

4.2.2.教職員数

農芸高等学校の平成19年度の教職員数は、【表4.2.2】のとおりである。

【表4.2.2】教職員数

（注）（ ）内は非常勤職員数：外数

4.2.3.進路状況

農芸高等学校の平成19年度卒業生の進路状況は、【表4.2.3】のとおりである。
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【表4.2.3】進路状況

4.2.4.収支の状況

農芸高等学校の最近３年間の収支の状況は、【表4.2.4】のとおりである。

【表4.2.4】収支の状況
（単位：千円）

4.3.洛北高等学校・附属中学校

4.3.1.学校運営

確かな見通しを持って主体的に生き抜く、創造性あふれる心豊かな人間の育成

・ 基礎・基本の徹底を図るとともに、学力の向上及び個性の伸長を目指す。

・ 一人一人の進路希望の実現を図る。

・ 人権意識の高揚を図り、自他を重んじる実践的な態度を育成する。

・ 責任と規律ある態度を身につけさせるとともに、自主的精神を養う。

・ 国際社会に生きる資質と行動力を養う。

・ 生涯にわたって学習する能力と態度を養う。

・ 京一中の良き伝統を受け継ぎ、中高一貫教育導入を機に、京都府の中核校を目指す。

・ 生徒指導、学習指導を両軸として、校訓の浸透に努め、心豊かな人間の育成を目指す。

・ ６年一貫課程と高校３年課程の融和を図り、中学校と高等学校が一体となった組織運営を確立する。

・ 各課程・類・類型の特色を最大限に生かした教育の推進と特別活動等の一層の充実を図る。

4.3.2.教職員数

洛北高等学校の平成19年度の教職員数は、【表4.3.2】のとおりである。
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【表4.3.2】教職員数

（注）講師欄に非常勤講師、主事等欄に非常勤事務員を（ ）で外数として記入（校医等は除く）

4.3.3.進路状況

洛北高等学校の平成19年度高等学校卒業生の進路状況は、【表4.3.3】のとおりである。

【表4.3.3】進路状況

4.3.4.収支の状況

洛北高等学校の最近３年間の収支の状況は、【表4.3.4】のとおりである。

【表4.3.4】収支の状況
（単位：千円）
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4.4.海洋高等学校

4.4.1.学校運営

知・徳・体の調和のとれた発達を図り、勤労と責任を重んじ、基本的人権を尊重し、国際感覚を身に付けた、心豊か

でたくましい生徒を育成する。

・ 専門学科としての特色を生かした学力の充実・向上及び生徒の希望進路を実現する進路指導の充実

・ 生徒の規範意識の醸成等、生徒指導の充実による安心・安全な学校づくり

・ 部活動・ボランティア活動等の充実による特別活動の活性化

・ 保護者、地域、小・中・高等学校、関係諸機関との連携等、開かれた学校づくりによる教育活動全体の活性化

・ 教職員の資質能力の向上

4.4.2.教職員数

海洋高等学校の平成19年度の教職員数は、【表4.4.2】のとおりである。

【表4.4.2】教職員数

（注）（ ）は非常勤講師

4.4.3.進路状況

海洋高等学校の平成19年度卒業生の進路状況は、【表4.4.3】のとおりである。

【表4.4.3】進路状況

4.4.4.収支の状況

海洋高等学校の最近３年間の収支の状況は、【表4.4.4】のとおりである。
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【表4.4.4】収支の状況
（単位：千円）

4.5.西舞鶴高等学校

4.5.1.教育方針

憲法、教育基本法、その他の法令に則り、京都府教育委員会の「指導の重点」を踏まえ、科学技術の急速な進歩のも

とで時代の変化に主体的に対応できるよう、知・徳・体の調和のとれた人格の形成を目指す。

このため、次の事項を重点目標とする。

学習と進路 学習と進路を重視し、生涯を通じて自発的な学習の基盤を培う。

人格と情操 基本的人権を尊重する心豊かな人間の育成を目指す。

健康安全とスポーツ 生命を大切にし、健康についての科学的認識を高め、安全な生活を営む実践力を育てる。併せ

て体育・スポーツの振興を図る。

4.5.2.教職員数

西舞鶴高等学校の平成19年度の教職員数は、【表4.5.2】のとおりである。

【表4.5.2】教職員数

（注）講師欄に非常勤講師、主事等欄に非常勤事務員を（ ）で外数として記入（校医等は除く）

4.5.3.進路状況

西舞鶴高等学校の平成19年度卒業生の進路状況は、【表4.5.3】のとおりである。
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【表4.5.3】進路状況

4.5.4.収支の状況

西舞鶴高等学校の最近３年間の収支の状況は、【表4.5.4】のとおりである。

【表4.5.4】収支の状況
（単位：千円）

4.6.総合教育センター

4.6.1.事業の概要

京都府における教育の振興を図るため、教職員の研修の充実、研究機能の拡充を目指し、昭和56年に京都府総合教育

センター（京都市伏見区桃山毛利長門西町）を開設した。さらに、平成11年４月には、北部地域における研究・研修事

業の充実を目指し、綾部市に、「京都府総合教育センター北部研修所」を開設した。

平成18年度の「教師力」向上に関する検討委員会からの提言を踏まえ、京都府の教職員研修全般を一元的にコーディ

ネートする機関に位置づける視点などから、平成19年４月から６部１室制（総務部、企画研究部、研修・支援部、特別

支援教育部、教育相談部並びに北部研修所に科学技術教育部及び北部教育相談室）に改編した。

主な事業などは次のとおりである。

・ 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること

・ 教育関係職員の研修に関すること

・ 教育相談に関すること

・ 教育に関する図書及び資料の収集に関すること

・ 上記以外に掲げるもののほか、教育の振興に関し必要な事業

【研究事業】

実践的な調査研究を行い、学校などにおいて有効な資料を提供することを目的としており、研究成果はホームペー



２ 京都府総合教育センターのホームページは、学校を総合的に支援するサイト「ＩＴＥＣ」と名付けられている。�����������	
����
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ジ２上に公開するなどして活用の便宜を図っている。

【研修事業】

教職生涯を通じての資質能力の向上に資するよう、基本・専門・特別研修を体系的に整備し、実施している。

【教育相談】

トータルアドバイスセンター事業として、精神科医や臨床心理士などの専門家を交えた来所教育相談及び巡回教育相

談、24時間電話教育相談「ふれあい・すこやかテレフォン」及びメール教育相談を実施するとともに、府民開放講座と

して「子供のこころセミナー」を開催。さらに市町村（組合）教育委員会及び府立学校が実施する教育相談及び特別支

援教育に係る研修会などへの所員を派遣し、助言を行うとともにホームページ上に教育相談サイト「みえますか？子ど

ものサイン」「きけますか？子どものサイン」を設けている。

また、学校に対する苦情への対応のための資料「信頼ある学校を創る」を教育相談の経験則から作成し、ホームペー

ジでも紹介している。

【教職員支援】

教職員の自主的研修・研究をサポートするため、19年７月に総合教育センター及び総合教育センター北部研修所にカ

リキュラムルームを設置し、教師力向上アドバイザーによる授業づくりや生徒指導等の相談、教育情報誌・資料の収集

と提供、専門家によるカウンセリング、さらには小グループでの交流や研究に活用していただくフリースペースなどを

設けている。

4.6.2.職員数

総合教育センターの平成20年４月１日現在の職員数は、【表4.6.2】のとおりである。

【表4.6.2】職員数

4.6.3.研修講座実施状況

総合教育センターの平成19年度における教職員研修講座の実施状況は、【表4.6.3】のとおりである。

【表4.6.3】教職員研修講座実施状況
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第３ 外部監査の結果及び意見

１ 教育庁関係

1.1.契約事務（最低制限価格）について

1.1.1.契約事務の状況

京都府教育庁管理部管理課においては、府立学校等施設整備の計画、入札・発注、設計・監理・技術指導を行なって

いる。

管理部管理課において過去３年間に入札・発注された契約事務の状況は、【表1.1.1-1】のとおりである。なお、具体

的に検討した契約事務の件数を右端の列に記載している。

【表1.1.1-1】入札形態の推移

入札の際、契約内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めるときは、最低制限価格の設定が例外的

に認められている（地方自治法施行令第167条の10第２項）。

最低制限価格制度とは、工事又は製造その他についての請負に係る入札について、当該契約の内容に適合した履行を

確保するために、あらかじめ最低制限価格を設定し、当該価格を下回る価格をもって入札した者は失格とし、予定価格

の制限の範囲内において最低制限価格以上の価格をもって入札した者を落札者とする制度である（京都府会計規則第

154条第１項）。制度の趣旨は、極端な低入札価格による落札を防止（ダンピング防止）し、請負契約の品質を確保する

ことにある。

なお、これに類似した制度として低入札価格調査制度がある。低入札価格調査制度とは、工事又は製造その他につい

ての請負に係る入札について、あらかじめ基準となる価格を設定し、その基準を下回る価格により入札があった場合、

入札金額の明細を調査し、

① 最低の入札価格によっては契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき

② 最低の入札価格によっては公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不合理と認められるとき

には次順位を落札者とすることができるものである（京都府会計規則第152条、第153条）。この制度の趣旨も、請負契

約の品質を確保することである。なお、低入札価格調査制度の適用は、設計価格が５億円以上のものについて適用され

ている（なお、この５億円以上という基準は、平成20年11月17日より１億円以上に改訂されている）。

【表1.1.1-2】最低制限価格を設定した工事数・工事割合

【表1.1.1-2】に示したとおり、平成19年度の一般競争入札56件中53件について、最低制限価格が設けられている。

また、指名競争入札26件中９件について、最低制限価格が設けられている。合計すると、実に78％もの契約で最低制限

価格が設定されている。なお、最低制限価格が設定されていない契約は、委託業務に関するものである。

京都府の場合、最低制限価格は公表されないが、予定価格については公表されている。この予定価格を参考に最低制

限価格をある程度合理的に推測することができる。というのも、最低制限価格は、中央公共工事制度運用連絡協議会

（中央省庁等の工事発注部局で構成）で定められた公契連モデルを参考に算定されるからである。これは恣意的な最低

制限価格設定を防ぐためである。

具体的には、「予定価格算出の基礎となった直接工事費の額、共通仮設費の額及び現場管理費相当額に１／５を乗じ

て得た額の合計額。ただし、その額が予定価格に8.5／10を乗じて得た額を超える場合にあっては8.5／10を乗じて得た

額とし予定価格に２／３を乗じて得た額に満たない場合にあっては２／３を乗じて得た額」とされる（工事請負契約に

係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル（61.6.26）。低入札価格調査制度及び最低制限価

格制度の活用について（Ｓ62.2.12）。）つまり、最低制限価格は、予定価格の67％～85％の範囲になることが事前に予

想されるのである。
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1.1.2.最低制限価格についての問題点

繰り返しになるが、最低制限価格制度を設ける目的は、品質確保にある。したがって、工事業者によって品質に大き

くバラツキが出るような工事（たとえば基礎工事）について、適用するのは制度の趣旨に添うものである。しかし、実

態は工事内容に関わらずほぼ全ての工事に最低制限価格を設けている。「契約の内容に適合した履行を確保するため特

に必要があると認めるとき」にのみ地方自治法施行令第167条の10第２項で認められた制度であるにも拘わらず、であ

る。

しかも、最低制限価格の計算が公契連モデルを参考に算定しているため、入札業者は最低制限価格を推測できる。こ

のため、入札業者が「いくらで工事できるか」を積上げ計算した本来の入札ではなく、「最低制限価格はいくらか？」

を当てるための入札になってしまっているように見受けられる事例が散見される。

これが如実に現れているのが、洛北高等学校・附属中学校に往査した際に検討したサンプルである。平成19年度に洛

北高校のＬＡＮ工事の入札が行なわれた。当該入札の予定価格は、2,566,000円（税抜）であった。この工事について

は最低制限価格が設定されたが、その額はちょうど予定価格の85％である2,181,000円であった。

このとき、入札業者２社が、最低制限価格＋1,000円で同額入札した。これは、入札参加業者が「最低制限価格＝予

定価格×85％」と予想して、千円未満の端数を切り上げて入札したものと考えられる。なお、85％は前述のとおり、最

低制限価格の上限である。このことから、入札の実態が、「いくらで工事できるか」を積上計算した金額の入札ではな

く、「最低制限価格を当てる」入札になってしまっていると推察される。

それでは、このような入札の結果、どのような業者が落札しているのだろうか。このことを考える上で、最低制限価

格割れの入札を行い失格になった業者に注目したい。そこで、最低制限価格割れになったサンプルを詳細に検討してみ

ると、僅差で最低制限価格割れし失格になった業者のなかには、落札者よりも経営事項審査の総合評定値が優れている

業者が散見された。経営事項審査とは、適正な公共工事の施工を確保するために、公共工事の入札に参加する建設業者

の�１経営規模、�２経営状況、�３技術力、�４その他の審査事項を所定の審査基準によって評価する制度であり、建設業法

において規定されている。建設工事の種類毎（たとえば、土木一式、建築一式、電気等）に総合評定値が算出される。

たとえば、最低制限価格が93,500,000円（税抜）の電気設備工事について、落札価格は95,000,000円であった。この

とき最低制限価格割れの入札を行い失格になった業者が４者あったが、そのうち最低の入札価格は、最低制限価格をわ

ずか2.8％下回るだけの90,800,000円（税抜）であった。最低制限価格と比較して、この価格が、特段工事品質を損な

うダンピングとは考えにくい。

そのうえ、落札者と失格者の経営事項審査の総合評定値（電気工事）を見てみると、落札者865点、失格者930点とな

っている。すなわち、落札者よりも失格者の方が総合評定値が高いのである。これを見る限り、落札者よりも失格者の

方が、より安価で、かつ、高品質な工事を施工できたのではないかとも考えられる。

ここで、平成19年度において最低制限価格割れになった入札を集計すると19件ある。これらについて試算してみると、

もし最低制限価格を設定していなければ合計22,334,000円のコストを節約することができたことになる。１年間でこれ

だけの差異であるから、５年、10年という期間で考えた場合にはさらに大きな額になる。

ただし、最低制限価格制度の趣旨に鑑みれば、この22,334,000円の余分なコスト負担があったとしても、その結果、

工事品質が維持されているのであれば、酌量の余地はある。しかし、実際には上記のとおり、落札者よりも失格者の方

が経営事項審査の総合評定値が高い事例も散見されるため、最低制限価格制度が実際品質確保に貢献しているかどうか

は甚だ疑問である。むしろ、個別の事例によっては、特定の工事に熟練しており、他社に比べて安価で高品質のサービ

スを提供できる業者を排除してしまっていることすらある。このように、最低制限価格の利用が却って京都府民の利益

を損なう結果となる場合が散見され、問題がある。

これに対して次のような反論もあろう。すなわち、競争が激化することで、業者の利幅が極めて小さくなり、業者の

経営を圧迫するというものである。このような反論の背景には、最低制限価格制度のもう一つの目的、業者保護がある。

しかし、監査人はここに疑問を感じた。高い価格の方が質が高い、という前提で制度を構築するならば入札制度など

不要ではないだろうか。入札に参加する多くのまじめな企業の経営努力を無視するかのような制度を、建設業界の不況

に乗じて設定するのは納得がいかない。建設業界への庇護と合理的・経済的入札制度を１つのスキームにまとめること

に異論を唱えるものである。

仮に最低制限価格を撤廃すれば、さらに倒産する業者が増えることがあるかもしれない。視点を変えてここで建設業

における需要と供給のバランスに眼を向けてみたい。すなわち、国土交通省の建設総合統計（年度報）によれば、平成

４年度における出来高ベースでの工事費は約85兆円であるのに対し、平成19年度は約50兆円であり、実に41.2％の市場

規模縮小である。それにもかかわらず、国土交通省の建設業許可業者数調査の結果によれば建設業の許可業者数は、平

成４年度末で522,450業者であるのに対し、平成19年度末は、507,528業者であり、2.9％しか減少していないのである。

このように需要が41.2％減少しているなか業者数は2.9％しか減少していないという供給過剰の建設業において、業

者の淘汰選別がある程度行われるのは、やむを得ないのではないだろうか。けだし、それらの業者を保護するために最

低制限価格制度を維持するのは、京都府民全体にとっての利益ではない。工事業者の競争が激化し倒産が多発するのは、

工事業者が供給過剰だからであり、京都府としては産業構造の転換を図ることで失業問題を解消しなければならない。



３ 広辞苑によれば、路線価とは「主要道路（路線）に面した土地に対する国税庁の評価価格」とある。

４ 国土交通省ホームページによれば、「１地点について不動産鑑定士が現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通

しなどを分析して評価を行います。さらに、地点間や地域間のバランスなどを検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を

決定しています。」（抜粋）とある。上記路線価は、この公示価格の概ね80％程度になるように設定されている、と言われている。
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また仮に業者を保護するとしても、それは最低制限価格制度以外の方法で行うべきである。というのも、最低制限価

格を設けて業者を保護するのであれば、優良な業者が残り劣悪な業者が淘汰されることが、良識ある府民の当然の期待

である。ところが現実は上記の例からもわかるように、最低制限価格を設けた結果、優良な業者ではなく、比較的劣る

業者が落札するケースが散見されているからである。

以上、要するに、現状の最低制限価格制度は、その本来の趣旨である品質確保に貢献しているかどうか疑問であるだ

けでなく、経営努力に勤しむ優良な企業が失格になることすらある。結果として、本来であれば府民が負担する必要の

ないコストが発生しており、問題がある。

1.1.3.契約事務における改善策

現在の定率方式最低制限価格は廃止し、総合評価競争入札へ移行するべきであると考える。ただし、移行過程におい

て、少額の工事について変動型最低制限価格制度を設け、これを適用すべきである。

総合評価競争入札とは、価格以外の技術的な要素を評価して、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する

ものである。京都府においても、平成20年４月１日より適用が認められている方法である。総合評価競争入札制度を採

用することで、不良不適格業者によるダンピングを排除しつつ、最低制限価格を設けないことで落札価格を低減させ、

府民利益を増加させることが期待できる。

ただし、総合評価競争入札制度への移行には、事務処理ルールの策定などの時間を要する。このため、総合評価競争

入札制度の導入までの間、変動型最低制限価格制度を適用するべきである。

変動型最低制限価格制度とは、有効な入札の上位（金額の低い方）一定割合までの入札金額を平均し、この平均額の

一定割合の金額をもって最低制限価格と決定する方法であり、入札金額に応じて最低制限価格が変動することになる。

実際にこの制度を導入している地方公共団体には、桑名市（三重県）、相生市（兵庫県）、宇和島市（愛媛県）、座間市

（神奈川県）、大台市（三重県）、立川市（東京都）、南アルプス市（山梨県）、長野県等がある。

そのメリットは、実際の入札金額を指標とすることで、最低制限価格が市場における実勢価格を反映したものとなる

ことにある。また、極端な低価格での落札を防止できること、落札失格の判定を迅速に行えるため、工期への影響がな

いこと、低入札価格調査に伴う書類点検、事情聴取などの事務を廃止することもメリットとして挙げられる。デメリッ

トは、品質を評価する仕組みでないため、ダンピング受注を完全には防げないことが挙げられる。このため、最終的に

は総合評価競争入札制度が望ましいと考えられるのである。

なお、2,500,000円以下の工事については、基本的に各府立学校等における契約となる。各府立学校等のなかでも特

に北部の学校については、京都市内の学校に比べて入札に参加できる業者数が限られているため、例外的な取扱いを定

める必要があるものと考えられる。

1.2.土地の賃借契約について

1.2.1.西舞鶴高等学校の土地の賃借契約の現状

西舞鶴高等学校は、授業やクラブ活動に使用するグラウンドとして、第１グラウンド及び第２グラウンドを有してい

る。第１グラウンドは京都府の土地であり、第２グラウンドは、一部の府有地を除き昭和55年より舞鶴市から賃借して

いる土地である。現在は、平成７年８月３日に新たに結んだ土地賃貸借契約を、２～３年に１度更新する形で契約が継

続している。なお、平成７年度において、賃借料は年額11,614,260円とされた。

この土地の賃借料は、数年に一度増額されている。この土地賃借料の推移を路線価の推移と比較してみると【表

1.2.1-1】のとおりとなる。なお、路線価３は公示地価４と相関関係があり、土地価格の動向を反映したものである。



５ 国土利用計画法施行令に基づき、都道府県知事が基準地を選び、毎年７月１日現在の基準地について公表する正常な価格のこと

を言う。
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【表1.2.1-1】土地賃借料と路線価の推移

また、平成７年度を起点として土地賃借料および路線価の推移をグラフにすると【図1.2.1-1】のとおりとなる。

【図1.2.1-1】土地賃借料と路線価の推移グラフ

さらに、近隣の基準地価格５を含めて総合的に見るべく、舞鶴市字引土小字京橋378番３（住宅、店舗、事業所等の

混在する近隣商業地域 西舞鶴高等学校から直線で北西方向約450ｍ）及び舞鶴市字引土小字横田525番２（中小規模一

般住宅、アパート等の中に農地も見られる住宅地域 西舞鶴高等学校から直線で西方向約300ｍ）の推移を調べたとこ

ろ【表1.2.1-2】のようになる。
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【表1.2.1-2】基準地価格の推移

（注）地価調査は、国土利用計画法施行令第９条により、知事が毎年１回、基準地の正常な価格を判定

するため実施しているものです。

出典：京都府ホームページ

また、平成７年度を起点として土地賃借料および基準地価格の推移をグラフにすると【図1.2.1-2】のとおりとなる。

【図1.2.1-2】土地賃借料と基準値価格の推移グラフ

この土地は、舞鶴市所有のものではなく、13名の個人が所有しているものである。舞鶴市は、昭和39年11月１日に、

当該土地を市民球場として使うために借り受けた。その後、西舞鶴地区に本格的な運動場が完成したため、舞鶴市は市

民球場の用途廃止を行った。

そして、昭和55年４月１日より、京都府が賃借料を支払うことにより西舞鶴高校の専用グラウンドとなる。この際、

舞鶴市と地権者の契約を解除して、京都府と地権者とが新たに契約を締結するのはなく、京都府が舞鶴市から転貸借す

ることとなった。

1.2.2.西舞鶴高等学校の土地賃借の問題点

当該グラウンドの必要性について、生徒数850名（平成19年５月１日時点）を基準にすると、第１グラウンドは

17,888㎡（１人当たり21.0㎡）、第２グラウンドは9,856㎡（１人当たり11.6㎡）、合計27,744㎡（１人当たり32.6㎡）

ある。これに対して、京都府平均１人当り運動場は22.1㎡であるため、第１グラウンドだけであっても決して狭すぎる

ということはない。

また、高等学校を設置するために必要な最低基準として求められる運動場面積は8,400㎡であるが（高等学校設置基

準14条）、第１グラウンドだけでもこの基準はクリアしている。
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このような状況から第２グラウンドが必要不可欠のものとまでは言えない。しかし、視察に行った際には、放課後に

高校生が第２グラウンドを活用して部活動に勤しむ様子が確かめられた。このため、第２グラウンドは必要不可欠のも

のとまでは言えないが、ある程度有効に利用されているものと考えられる。

次に、土地賃借料について検討したい。京都府教育庁と舞鶴市との間で結ばれた土地賃貸借契約書第４条３項には賃

貸料に関して次のように定められている。すなわち、「経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由により、第１項

の賃貸料を改定する必要が生じたときは、甲乙協議してその額を定める。」とある。したがって、賃借料を改定する場

合には、経済情勢の著しい変動その他やむを得ない理由が必要である。

そこで、経済情勢の変動を反映する路線価の状況を見てみると【表1.2.1-1】のとおり、平成７年度において86,000

円であった路線価は、平成19年度において67,000円に下落しており、約24.4％の減少である。仮に、経済情勢の変動を

反映するべく、路線価に比例させて賃借料を決定するならば、平成19年度における賃借料は、8,778,220円となるはず

である。さらに、都道府県により定められる基準地価格のうち、京橋378番３に至っては平成７年度から平成19年度ま

でに約56.6％の減少であるから、これを反映させて賃借料を決定するならば、平成19年度における賃借料は、

5,044,578円となるはずである。

ところが、実際の賃借料の改定状況を見ると、上表のとおり２年ないし３年ごとに約４～10％ずつ増加している。平

成７年度と平成19年度を比較すると約45.7％も増加し、16,927,020円となっている。これは、経済情勢の変動を反映し

た5,044,578円の3.36倍もの金額である。このような賃借料の改定状況は、経済情勢の変動を反映しないものである。

この経済情勢の変動に逆行する賃借料の設定について、京都府教育庁は「その他やむを得ない理由」があったと考え

ている。すなわち、過去から舞鶴市と地権者との間で一定の考え方に依拠した計算式により、賃借料を決定してきた経

緯があるというのである。その計算方法の直近のものは表【表1.2.2】に示したとおりである。

【表1.2.2】賃借料算定資料

ただし、期待利回りや改定率等については契約更新時に変更されている場合がある。

なお、京都府教育庁においても過去に賃借料の見直し期間を延ばしたり、引き上げ上限の抑制を行うなどの一定の努

力は認められる。また、次回の改定協議の際にもルール変更を申し出ることを計画しており、前向きな対応は評価でき

る。

しかしそれでもなお、路線価は約24.4％減少しているにもかかわらず、賃借料は当初契約時の11,614千円から16,927

千円に5,313千円増額（約45.7％増加）して府の負担が大幅に増えている現状に問題があり、あらゆる手法を駆使して
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年間賃借料の減額に向けた取り組みを行う必要がある。過去に行った賃借料の抑制努力をもってしても、現在の地価傾

向に逆行する賃借料は説得力を持つものではない。

1.2.3.土地賃借における改善策

次回の契約更新時には、舞鶴市からの転貸借契約という形をやめ、第２グラウンドのうち必要な箇所についてだけ個

別に地権者と交渉し土地賃貸借契約を締結するべきである。

第２グラウンドは、大きくＡ地区（約3,707㎡）、Ｂ地区（約605㎡（京都府所有地1,011㎡を除く））、Ｃ地区（約

1,572㎡）、Ｄ地区（約1,374㎡）、Ｅ地区（約1,178㎡）、その他の地区（約1,420㎡）に分けることができる。

【図1.2.3】第二グランド敷地図

Ａ地区は、主にソフトボールグラウンドとして頻繁に利用されている。Ｂ地区、Ｃ地区はテニスコートとして頻繁に

利用されている。Ｄ地区、Ｅ地区はあまり利用されていない。また、その他の地区は三角形の土地であり、利用されて

いない。このような利用実態を考慮すれば、Ａ地区、Ｂ地区、Ｃ地区の必要性が高く、それ以外の箇所の必要性は低い

と判断できる。

ここで、第２グラウンドは、地権者１名の一筆の土地ではなく、地権者が13名存在することに注目してほしい。第２

グラウンドの過去の経緯により、契約形態が舞鶴市からの転貸借契約となっているため、京都府はさも一筆の土地であ

るかの如く認識している。しかし、必ずしも舞鶴市との転貸借契約による必要はなく、各地権者と京都府が個別に土地

賃貸借契約を結ぶことも可能である。

このように第２グラウンドを一筆の土地ではなく、実際の所有者別に分解すると次のようになる。
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【表1.2.3】地番別の土地面積表

このようにしてみると、利用頻度の低いＤ地区、Ｅ地区及びその他地区の土地463（337㎡）、465（1,011㎡）、466

（363㎡）、467（92㎡）、468（85㎡）、469（1,001㎡）、470（221㎡）、471（677㎡）、472（522㎡）が本来独立した土地

であることがわかる。この利用頻度の低い土地に対して支払っている賃借料は、実に年間7,400,419円になる。

このように賃借している土地を細分化して必要性を見直し、賃借する土地を必要な部分だけに絞ることで、賃借料は

9,526,601円にまで削減できる。これは１年当り7,400,419円、43.7％の削減であり、将来当該土地を賃借する限り毎年

継続的に発生することが見込まれた支出であるため、累積すれば大きなコスト削減となる。換言すれば、京都府は過去

に大きな冗費を負担してきたことになるのではないだろうか。

したがって、京都府としては、上記９筆の土地の地権者７名と個別に交渉し、新たな土地賃貸借契約を締結すべきで

ある。

1.3.高校生等修学支援事業について

1.3.1.高校生等修学支援事業の現状

京都府教育庁では、平成14年度より高校生等修学支援事業を行っている。

高校生等修学支援事業は、教育の機会均等を図り、もって社会の発展に寄与する人材の育成に資するため、高等学校

等に在学する者で、勉学意欲がありながら経済的理由により修学が困難なものに対し、修学資金を貸与する制度である

（京都府高等学校等修学資金の貸与に関する条例）。

所管は教育庁指導部高校教育課であり、貸付・回収を行っている。なお、貸付対象は、府立高校だけでなく、私立高

校に通う生徒も含まれている。

平成14年以降の、新規貸付金額、貸付金残高、回収金額は下表のとおりである。
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【表1.3.1】貸付金等の推移
（単位：円）

【図1.3.1】貸付金残高の推移

平成17年度、独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本育英会高校奨学金が都道府県に移管され、また、京都府

独自に入学一時金を創設する等の充実を図っている。このため、平成17年度からの新規貸付金額は特に大きくなってい

る。

平成19年度末時点において期限到来済みで未回収の貸付金は、延べ6,353件、52,589,128円である。平成19年度末ま

でに回収期限が到来し、かつ回収済みの貸付金が261,298,520円であるから、延滞率は16.8％となる（52,589,128÷

（52,589,128＋261,298,520）＝16.8％）。

1.3.2.高校生等修学支援事業の問題点

①問題点１…回収懸念債権の総額を把握できていない

たとえば、Ａさんに対する債権のうち既に回収期限が到来しているものについて延滞が発生しているならば、将来に

回収期限が到来する部分についても延滞が発生することが見込まれる。

このため、回収懸念債権を把握するに当たっては、延滞が発生している債務者に対する貸付金総額を把握しなければ

ならない。また、そうすることによって、総額どれだけの貸付金に回収懸念があるかをタイムリーに把握することがで

きる。なお、このような回収懸念債権の認識は、金融機関を始め企業会計においては、ごく一般的な考え方である。

ところが京都府では、延滞債権について、既に回収期限が到来し、かつ未回収のものだけをその集計範囲としている

のみである。つまり、たとえばＡさんに対する貸付金の回収が延滞していても、既に回収期限が到来しているものだけ

が延滞債権として認識するだけであり、Ａさんに対する回収期限が未到来である債権残額も含めた回収懸念債権総額に

ついては把握していない。あたかも、回収期限が到来した債権は回収できなくても、今後回収期限が到来するものは回

収可能であるかのようである。もちろん、結果として回収できることもあるだろうが、回収不能となる蓋然性は高くな

るものである。結果として、貸付金総額のうちどれだけ回収懸念債権があるかを把握していないことに問題がある。
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【表1.3.2】回収懸念債権の範囲

延滞債権の範囲

回収懸念債権の範囲

ここで、実際の回収懸念債権を推計してみたい。すなわち、延滞率を用いて、回収期限未到来分も含めた回収懸念債

権を推計する。平成19年度末の貸付残高に延滞率16.8％を掛けると、実に約８億５千万円もの回収懸念債権が存在して

いると推計される。これに対して、回収期限が到来している延滞債権52,589,128円だけを認識する京都府の方法との差

異は、約８億円にもなる。

回収期限が到来している延滞債権だけしか認識しない現状のやり方では、多額の回収懸念債権が発生している実態を

過小評価し、対応を後手に回してしまう原因となる。このため、既に回収期限が到来している延滞債権の把握だけでな

く、回収期限が未到来のものも含め回収懸念債権全体の状況を把握し、回収策を検討しなければならない。

また、毎年の貸付額に延滞率16.8％を掛けると、毎年貸し付けた額のうち、どれだけが回収懸念債権となるか推計す

ることができる。たとえば、平成19年度であれば貸付額が14億3,494万円であるから、これに延滞率16.8％を掛けて、

２億4,106万円が回収懸念債権となると推計できる。これら全てが回収不能となるわけではないが、これだけの額の回

収懸念債権が毎年発生するという実態を把握することが肝要である。

これに修学支援事業に携わる京都府職員の人件費や諸経費を加算したものが、修学支援事業を維持し、高校生等に教

育機会を与えるための実質的なコストである。高校生等に教育機会を与える修学支援事業は有意義な制度であり、これ

を否定するものではない。しかし、修学支援事業を維持し教育の機会均等を図るために、府民がどれだけのコストを負

担しているのか、明らかにしなければならない。

③問題点２…人員の不足

近い将来、回収業務は倍増することが予想される。たとえば、高校１年生で修学支援を受けた学生が、大学に進学し

た場合、大学卒業後から返済が始まる。したがって、貸付けから回収開始までに７年間（高校３年間＋大学４年間）か

かることになる。このため、制度の利用が本格化した平成17年度から起算すると、少なくとも平成23年度までは貸付金

残高が増加し続けると予想される。

これに伴い回収業務量も、平成23年度までは増加し続けると考えられる。ところが、平成20年度において高校教育課

奨学担当10名（職員８名（文教課併任１名含む）、臨時職員２名）のうち、３名が専属で回収業務に携わるのみである。

延滞率が16.8％と高く、平成19年度末で既に延べ６千件を超える未回収が発生しているにもかかわらず、回収業務の専

属が３名だけというのは、いかにも人員不足である。このように、現状既にマンパワーが不足しているうえに、将来業

務量はさらに増加するのである。

しかし、そのような現状と将来を見据えた人員配置、督促・回収事務制度の構築がなされていない点に問題がある。

1.3.3.高校生等修学支援事業についての改善策

①改善策１…配置転換による人員充実と情報整備

そこでまず、現在の業務量と人員のバランスを把握することが必要である。全ての延滞先に督促を実施できているの

かどうかをチェックする。その前提として、滞留債権の回収プロセスを定めた回収マニュアルを作成しなければならな

い。このマニュアルをもとに、十分な督促手続をどの程度の割合実施できるのかを把握する。

次に、将来貸付金残高がどれだけ増えるかを推測し、それに現状の延滞率をかけて、年間何件程度の督促業務が必要

になるかを計算する。

こうすることで、将来どれだけの人員が不足するかを把握し、貸付・回収体制を整備しなければならない。なお、後

述する各高等学校等での事務職員の適正配置による人員の削減が可能となれば、配置転換を行うなどして、当該業務に

割り当てるべきであろう。こうすることで、人的資源を有効活用することができる。

②改善策２…債権回収業務専門部署の設置

教育庁を含め、京都府全体で見ると、高校生等修学支援事業の債権回収を行う高校教育課の他にも、債権回収を行う

部署がいくつも存在する。母子福祉資金貸付金（京都府）の回収、定時制及び通信制課程修学奨励金（京都府教育委員

会）の回収等々が挙げられる。縦割り行政の中では困難かもしれないが、これらから生じる延滞債権と併せて、債権回

収業務を一元的・専門的に扱う部署を設置することで、京都府全体として無駄のない効率的な債権管理・回収が行える
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ようになる。

1.4.英語指導助手の帰国旅費について

1.4.1.英語指導助手の帰国旅費の現状

各府立学校にＡＥＴが配置されている。ＡＥＴは、��������� ��	
��� �����の略であり、海外から招致した英語指

導助手である。

ＡＥＴは、ＪＥＴプログラムに基づき、日本へ招致されている。ＪＥＴプログラムは、「語学指導等を行う外国青年

招致事業」（�� ����� ������	 ��� ������	 ���	����）の略で、地方公共団体が総務省、外務省、文部科学省及

び財団法人自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）の協力の下に実施している。その目的は、主に海外の青年を招致すること

によって、日本全国の学校等で国際交流と外国語教育を支援し、地域レベルで草の根の国際化を推進することにある。

平成19年度におけるＡＥＴの人数等は【表1.4.1-1】のとおりである。

【表1.4.1-1】ＡＥＴ人数表

このＡＥＴに対する帰国旅費のなかでも、特に航空チケット購入代金について見てみたい。

ＡＥＴに対しては、その帰国に要する航空券又は相当額を京都府教育庁が支給することとなっている（英語教育に関

する外国人嘱託員取扱要綱第10条）。実際の運用においては、日本から本国の出発国際空港までの航空券相当額として、

制限付きノーマルエコノミー航空運賃相当額（以下、「Ｙ２公示運賃額」という。）が支給されている（英語指導助手に

係る帰国旅費の取扱について。教育庁指導部高校教育課長。平成19年７月６日）。

当年度において京都府が負担したＡＥＴの帰国旅費（Ｙ２公示運賃）は【表1.4.1の２】のとおりである。なお、Ｙ

２公示運賃額の支給については、現金を先渡ししている（Ｙ２：予約クラスのこと。日付・航空会社は変更可能である

が、途中降機は不可のチケット。どの航空会社でも同じ料金であり、エコノミー普通運賃のなかで一番安いが、格安チ

ケットに比べればかなり高い。乗換回数に制限がある。）。

【表1.4.1-2】ＡＥＴの帰国旅費
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1.4.2.英語指導助手の帰国旅費の問題点

①問題点１…実費負担となっていない

「英語教育に関する外国人嘱託員取扱要綱第10条第２項」に定められているとおり、帰国旅費は京都府教育庁が支給

するが、具体的にはＹ２公示運賃額を支給している。

一般的に、帰国するための航空チケットの購入代金には、Ｙ２公示運賃額のほか、燃料特別付加運賃（いわゆるサー

チャージ料）等が含まれる。ところが、ＡＥＴに対して支給されるのはＹ２公示運賃額だけであるから、燃料特別付加

運賃等が不足することになる。したがって、ＡＥＴがＹ２チケットを購入して帰国した場合には、燃料特別付加運賃等

を自己負担しなければならず、問題がある。

たとえば、関西国際空港～ヨハネスブルグ（南アフリカ）の場合、Ｙ２公示運賃額798,100円を現金にて支給してい

るが、燃料特別付加運賃等（市況にもよるが数万円程度）を別途ＡＥＴが自己負担したことになる。

つまり、ＡＥＴが「英語指導助手に係る帰国旅費の取扱について」に定められているとおりＹ２チケットを購入して

帰国すれば、ＡＥＴの自己負担が発生してしまうのである。

②問題２…渡し切りになっている

もうひとつの問題が、帰国旅費の支給形態である。

「英語教育に関する外国人嘱託員取扱要綱」第10条第２項において、英語指導助手の旅費は京都府旅費条例に定める

ところにより支給されることとされる。

京都府旅費条例第13条第２項では、「京都府職員で概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了し

た後、所定の期間内に当該旅行について、旅費の精算をしなければならない」とされ、さらに、同第３項では、「支出

命令権者は精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない」と定められ

ている。また、第18条では、航空賃については、現に支払った旅客運賃によることが定められている。このような精算

手続は、社会通念に照らしても当然に求められる手続である。

ところが、ＡＥＴに対しては概算で現金が先渡しで支給されるのみであり、その後の精算は行われていない。このた

め、ＡＥＴに対して支給した資金が、実際にどのように使われたかは京都府教育庁では把握していない。

京都府教育庁は、ＡＥＴの帰国日程が変更になったときにも柔軟な対応ができるように、Ｙ２チケット公示運賃額を

支給している。これは格安チケットにはないＹ２チケットのメリットである。ところがこのような京都府教育庁の意図

に反して、万が一、ＡＥＴがＹ２チケットを購入せずに格安チケットを購入して帰国した場合には、Ｙ２公示運賃額と

格安チケット価格との差額を京都府教育庁に返金しなかったとしても、京都府教育庁は知る由もないのである。仮にＡ

ＥＴが格安チケットを購入して帰国したのであれば、たとえば2008年10月17日発 タイ国際航空 大阪／関西国際空港

（乗継あり）からヨハネスブルグ行きの大人１人75,000円（ＪＴＢ）＋燃油特別付加運賃との差額約70万円はＡＥＴの

ものとなる。

このように現在の支給方法では、支給したお金が積算基礎どおりのチケット購入に使用されたかどうか不明であるた

め、問題がある。

1.4.3.英語指導助手の帰国旅費の改善策

①改善策１…ＡＥＴに対しては、帰国旅費の実費を負担するよう規程を改訂する

ＡＥＴに対して支給する額に、燃油特別付加運賃等を含め実費とするべきである。そのために、関連諸規程を改訂す

る必要がある。

②改善策２…帰国後の精算を行う、もしくは、チケットの現物を支給する

ＡＥＴが実際に利用した航空チケットの半券、領収書等を入手し、支給した資金が正しく使用されたことを事後的に

確かめなければならない。もしくは、航空チケットの現物支給をしなければならない。

なお、これらの２つの改善提案に関して、京都府教育庁では平成21年度より改善する取り組みを既に始めている。具

体的には、平成21年度帰国者からは、航空チケットを現物支給することとし、関係諸規定を改訂整理しているところで

ある。

過去の運用に問題はあったものの、これを自ら改善するよう取り組んでいる点は評価できる。

1.5.効率的な学校運営について

1.5.1.人員配置について

平成19年度歳出内訳によれば、高等学校費39,779百万円のうち人件費が32,123百万円を占めている（80.7％）。これ

より財政的側面における効率的な学校運営のためには、人件費の見直しが重要であることがわかる。人件費は人員数に

比例するという前提に立ち、教員数と事務職員数に分けて検討する。

近畿他府県との１校当たりの教員数・事務職員数の比較は、【表1.5.1-1】のとおりである。


